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１．安全上のお知らせ：ミネアポリス市北部における強盗事件の多発（注意喚起） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

（１）ミネソタ州ミネアポリス市警察によりますと，ミネアポリス市北部の同市警第4警察署管

轄内において，本年 9 月だけで 20 件以上の強盗事件が発生し，特に，Olson Memorial Highway

からN．Dowling Avenueに挟まれた地域において多発しているとのことです。 

 同警察によりますと，容疑者は 10 代のアフリカ系で徒歩で移動しているそうです。また，犯

行の多くは夜間に発生し，スマートフォン（携帯電話）を奪われるケースが多いとのことです。

同地域では，今年9月までに強盗事件が380件以上発生し，昨年と同じ時期と比較して，約24％

増加していることから，警察では市民に対し注意を呼びかけています。 

（２）強盗事件は，ミネアポリス市に限らず各地域においても発生しています。犯罪が多発して

いる危険地域に足を踏み入れないことが一番重要ですが，ミネアポリス市警察による強盗の被害

に遭わないための防犯上の注意に基づき，以下に外出時の一般的な安全対策をいくつか挙げまし

たので，これらを参考にして，十分にお気をつけ下さい。 

（３）外出時の一般的な安全対策 

・外出時には，周囲に気を配り，警戒意識を持ちながら行動してください。きょろきょろしたり

考え事をしながらぼんやりして歩いていると犯人に狙われやすいので注意してください。 

・夜間に外出する時は，できるだけ複数人で行動し，人通りの少ないところや街灯のない暗いと

ころの通行は避けてください。 

・携帯電話（スマートフォン）が被害に遭うケースが多発しています。携帯電話を操作しながら

歩いていると，犯人に狙われるおそれがあります。また，音楽やメールに気をとられ，周囲への

注意が散漫になり，気がついたら強盗集団に囲まれていたり，ひったくりに遭ったりすることが

あるので十分に注意してください。 



・常に周囲に気を配り，異変を感じたり，不審者（グループ）が近づいてきり，誰かに尾行され

ていると感じたら，すぐにその場を離れて，明るい場所や人通りの多いところへ向かうようにし

てください。 

・知らない人が道を尋ねてきたり，時間を聞いてきたりした場合は，警戒を怠らないでください。

強盗犯人が被害者の注意を引くためによく使う手口です。 

・犯罪に巻き込まれそうになった時は，大声を上げて周囲の注意を引くとともに助けを求めてく

ださい。また，少しでも身に危険を感じたら，躊躇することなく，911 番に通報し，警察を呼ん

でください。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

２．当館領事サービス向上・改善のためのアンケート調査（協力依頼） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 当館では，在留邦人の皆様から当館の領事サービスに対するアンケート調査を実施しています。

このアンケート調査を通じて，在留邦人の皆様からご意見，ご要望等をお伺いし，領事サービス

の向上・改善に取り組みたいと考えています。 

 つきましては，お忙しい中誠に恐縮ですが，以下の要領にて，本アンケートへご協力頂きます

ようお願いします。 

【アンケート調査実施期間】 

 平成25年 10月 29日（火）～11月 12日（火） 

【回答方法】 

 以下のアンケートサイトをご覧の上，各質問にお答え頂きますようお願いします。 

 https://www.deliver.mofa.go.jp/m?f=379 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

３．平成25年度領事出張サービスのお知らせ  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 領事出張サービスを下記のとおり実施します。出張サービスでは，在外選挙人名簿登録申請の 

ほか，旅券の申請・交付，在留届（変更届），各種証明の申請，戸籍・国籍に関する届出を取り 

扱っておりますので，多くの方のご利用をお待ちしております。 

11月14日（木）ネブラスカ州オマハ(旅券仮申請受付期限：10月31日) 

 http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_ne_131114.pdf (PDF) 

12月 9日（月）ミズーリ州カンザスシティ(旅券仮申請受付期限：11月20日) 

 http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_mo_131209.pdf (PDF) 

1月 20日（月）ミズーリ州セントルイス(旅券仮申請受付期限：1月6日) 

 http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_mo_140120.pdf (PDF) 

1月 24日（金）インディアナ州インディアナポリス(旅券仮申請受付期限：1月10日) 

 http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_in_140124.pdf (PDF) 



 

また，今後の実施予定は下記のとおりです。具体的な日時・場所につきましては，決定次第，

本メールマガジンでお知らせしますが，最新の情報をお知りになりたい方は当館ウェブサイトを

定期的にチェックしてください。 

2014年 3月 ウィスコンシン州マディソンまたは近郊都市 

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_main_j.html#con_ex 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

４．日本関連文化事業 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

映画「ALWAYS 三丁目の夕日 '64」上映会（イリノイ州シカゴ） 

日時：11月 21日（木）午後6時30分～ 

11月 23日（土）午後2時～ 

場所：在シカゴ日本国総領事館広報文化センター（JIC）ホール 

737 N. Michigan Ave., Suite 1000 (10階), Chicago, IL 60611 

入場料：無料 

 映画「ALWAYS 三丁目の夕日 '64」上映会（山崎貴監督、2012年）を総領事館広報文化センタ

ー・ホールにて上映します（日本語音声、英語字幕、142分）。詳しくは当館ホームページ又は以

下のリンク（PDF）をご覧ください。 

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/always_screen.pdf 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

５．休館日のお知らせ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

次回の当館休館日は以下のとおりです。 

11月 11日（月）Veteran’s Day 

11月 28日（木）Thanksgiving 

11月 29日（金）Day After Thanksgiving 

休館日には領事窓口，広報文化センター，電話での応対等，通常業務は行っておりません。海

外への渡航などで日本のパスポート（旅券）の発給を申請される場合には，発給まで時間を要し

ますので，現在お持ちのパスポートの有効期間を予めご確認の上，早めの手続きをお願いします。

パスポートを含む当館の領事業務につきましては，下記の当館ホームページをご覧ください。 

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_main_j.html 

なお，事件・事故に巻き込まれた方，その他緊急の用件のある方は，当館代表電話（312-280-0400）

に電話し，音声に従って操作して頂きますと，緊急電話受付につながります。 

総領事館の休館日は，1 年間の総休館日数が日本国内の公官庁と同数になるよう，米国と日本

の祝日を調整して決めています。2013年の年間休館日をお知りになりたい方は，下記の当館ホー



ムページをご覧ください。 

 http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/about_main_j.html#about_closed 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

◆在留状況・連絡先等の変更があった場合◆ 

 在シカゴ日本総領事館では，テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に日本人の皆様に直ち

に情報の提供ができるよう，在留届を提出して頂いた方の在留状況・連絡先等の確認を行ってい

ます。転居やご帰国などにより在留届に記載された事項（住所，電話番号，メールアドレス，家

族構成等）に変更があったものの，未だ当館へ変更届を提出していない方は，氏名（漢字および

ローマ字）と生年月日を明記の上，変更事項を当館までご連絡下さい。 

 変更の届出を行っていないと，在留状況等を確認することができず，緊急事態発生時等に当館

から情報の発信が行えませんので，必ず変更の届出を行うようお願いします。 

 

◆パスポートの有効期間をご確認下さい◆ 

 パスポートの申請から交付までには時間を要しますので，日頃から現在お持ちのパスポートの

有効期間をご確認の上，早めの手続きをお願いします。パスポートを含む当館の領事業務につき

ましては，当館ホームページをご覧下さい。 

 http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_main_j.html 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＜受信中止・Ｅメールアドレスの変更＞ 

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/emailchange.html  

＜バックナンバー＞ 

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/backnumber.htm  

＜在シカゴ日本国総領事館＞ 

E-mail: ryoji1@cg.mofa.go.jp 

URL: http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/indexjp.html 

Tel: 312-280-0400 

Fax: 312-280-9568 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 


